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む 地紙は
庭 福荊准江南

域す
bま

し

カ2

き

北
宋
中
期
の
人
、
陳
舜
命
の
都
官
文
集
巻
二
、
策
に
、
天
下
の
五
賦
と
し
て
、
公
団
、
民
団
、
域
邑
、
雑
費
、
及
び
丁
口
の
賦
を
あ
げ
て

い
る
が
、

ζ

れ
か
ら
み
て
行
こ
，う
と
す
る
の
は
、
こ
の
最
後
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
丁
口
の
賦
に
つ
い
て
で
あ
る
。
身
丁
税
は
そ
の
名
の
示
す
よ



ヤつに

南
断
、
江
南
、
准
南
、
荊
湖
、
幅
建
、
慶
南
等
、

て
、
二
十
才
か
ら
六
十
才
ま
で
の
男
子
に
課
さ
れ
た
税
で
あ
る
。
南
税
が
土
地
を
基
準
と
し
て
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
主
戸
の
み
を
封
象
と
し

丁
を
封
象
と
し
て
課
さ
れ
た
人
頭
税
で
あ
っ
て
、

中
国
東
南
地
方
全
般
に
わ
た
っ

た
の
に
封
し
、
身
丁
税
は
丁
男
を
封
象
と
し
た
か
ら
、

主
戸
た
る
と
客
戸
た
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て

の
丁
男
に
課
さ
れ
た
こ
と
は
、

南
宋
中

期
の
人
、
陳
密
の
復
粛
先
生
龍
園
陳
公
文
集

単
位
七
、
安
渓
牒
試
諸
生
策
問
五
道
の
う
ち
の
三
に

今
客
戸
編
境
、
甫
及
弱
冠
、
則
叉
有
所
調
丁
口
之
賦
、
無
一
人
得
以
幸
克
、

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

西
欧
に
お
け
る
人
頭
税
は
、
中
世
で
は
荘
園
領
主
が
農
奴
か
ら
徴
枚
し
て
、
隷
層
的
身
分
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
言
う
が
、

中
央
集
権
的
支
配

の
形
を
と
っ
て
い
る
宋
王
朝
の
丁
税
と
は
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
頭
税
で
は
な
く
、

国
家
が
直
接
的
に
個
々
の
丁
男
か
ら
徴
牧
し
た
税
で

あ
る
。
演
繁
露

谷
五

丁
銭
の
項
に
よ
る
と

程
大
昌
は
「
今
之
丁
錦
、
卸
漢
世
算
銭
也
、
以
其
計
口
総
銭
故
、
亦
名
口
賦
也
、
」
と
言
つ

こ
れ
を
唐
代
の
庸
、
宋
の
丁
銭
へ
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

し
カ〉
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て
、
宋
代
の
丁
銭
の
起
原
を
漢
代
の
算
銭
に
ま
で
遡
ら
せ
、
更
に
、

て
く
る
の
で
あ
っ
て
、

口
賦
は
貌
に
入
っ
て
一
た
ん
消
滅
し
、
家
を
軍
位
と
す
る
戸
調
と
な
り
、
そ
ζ

か
ら
再
び
丁
を
基
準
と
す
る
均
田
制
が
出

私
は
、
宋
代
の
身
丁
税
を
、
直
接
に
、
漢
代
の
算
賦
、
口
賦
に
ま
で
直
線
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

し
、
漢
代
の
算
賦
、

ぃ
。
し
か
し
、
南
税
法
は
、

土
地
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
均
田
制
的
支
配
の
崩
鐘
の
中
か
ら
、
均
田
制
的
な
丁
寧
位
の
課
税
基
準
を

否
定
し
て
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
雨
税
瞳
制
下
に
お
い
て
、

丁
口

の
賦
が
、
南
宋
に
到
る
ま
で
、
東
南
地
方
全
瞳
に
わ
た
っ
て
賢
範
園
に

施
行
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
車
に
五
代
儒
制
の
名
残
と
言
う
ζ

と
で
片
ず
け
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
う
。
園
家
の
支
配
と
被
支

配
と
の
闘
係
が
最
も
具
髄
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
税
役
枚
納
の
閥
係
を
通
し
て
で
あ
り
、
宋
王
朝
の
支
配
の
性
格
を
さ
ぐ
る
一
つ
の
手
が
か
り

と
し
て
税
役
制
度
の
分
析
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
は
中
心
的
な
問
題
と
し
て
、
雨
税
、
或
は
職
役
が
取
上
げ
ら
れ
る
や
へ
き
で
あ
ろ
う
し
、

悲
自
身
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
雨
税
檀
制
下
に
お
い
て
は
む
し
ろ
異
質
的
と
み
ら
れ
る
身
丁
税
に
つ

い
て
し

ば
ら
く
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。



概

略

身
丁
税
は
五
代
以
来
、
東
南
地
方
全
般
に
わ
た
っ
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
真
宗
の
大
中
群
符
四
年
(
一

O
一
一
)
、
雨
祈
、
一
踊
建
、
荊
湖
、

贋
南
等
の
身
丁
銭
は
一
た
ん
除
放
さ
れ

h。
但
し
、
と
れ
は
丁
鐘
だ
け
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
時
に
至
る
ま
で
の
北
宋
初
期
の
身
丁
銭
に
つ

い
て
は
、
陳
侍
良
の
止
粛
文
集
容
二
六
、
乞
錨
放
身
丁
銭
劉
子
に
、

身
丁
銭
不
知
所
始
、
臣
伏
讃
御
札
、
則
知
其
矯
東
南
偶
制
也
、
本
朝
六
路
次
第
錦
化
、
所
以
加
恵
之
者
甚
厚
、
住
者
婦
人
有
之
、
至
淳
化
三

年
克
日
新
州
畑
、
寺
院
行
者
有
之
、
至
戚
卒
五
年
克
制
批
一
副
闘
訓
胃
揺
官
有
之
、
至
至
道
二
年
克
時
一
一
昨
宝
盟
亭
戸
有
之
、
至
太
卒
輿

園
元
年
克
畑
批
相
官
賃
含
寄
住
者
有
之
、
至
戚
卒
六
年
克
開
削
州
紅
、
死
丁
自
戚
一
や
二
年
始
輿
除
放
幹
一
主
計
前
一
端
羽
畑
一
肘
祖

見
七
月
十
一
日

戚
卒
四
年
始
奥
検
閣
刻
湖
南
北
路
勅
、

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
個
々
の
丁
税
に
つ
い
て
は
、
長
編
や
宋
曾
要
に
は
見
嘗
ら
ず
、

逃
丁
自

と
み
え
て
い
る
。

そ
の
具
盤
的
な
内
容
は
明
ら
か
ぱ
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し
得
な
い
が
吊

と
の
よ
う
な
種
々
の
丁
税
は
、
恐
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
‘地
方
に
、
地
方
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
棟
侍
良
は
更

に
右
の
記
事
に
績
け
て
、
同
じ
く
北
宋
初
期
の
身
丁
銭
額
に
つ
い
て
も
、

又
僑
命
日
、
如
幅
州
毎
丁
三
百
二
十
五
、
白
太
卒
輿
園
五
年
定
納
銭
一
百
軒
…
輔
啄
一
踊
州
長
漢
有
温
台
等
州
投
過
一
千
七
百
徐
戸
二
千
徐

丁
毎
丁
目
亦
三
百
二
十
五
、
自
景
徳
二
年
定
依
温
台
州
見
納
銭
二
百
五
十
畑
一
刷
本
計
百
蘇
州
毎
丁
納
米
)
自
淳
化
五
年
定
納
銭
二
百
服
制

批
制
官
睦
州
毎
丁
六
百
九
十
五
、
鹿
州
毎
丁
五
百
九
十
四
、
自
戚
卒
三
年
許
将
絹
折
納
日
一
駐
断
一
位
、

と
の
べ
て
お
り
、
各
地
方
の
税
額
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
東
南
諸
-園
が
宋
朝
の
統
一
下
に
入
る
に
従
っ
て
、
恩
恵
に
よ
っ
て
漸

衣
除
放
さ
れ
、
或
は
税
額
を
減
じ
、
丁
米
を
銭
納
と
し
、
絹
の
折
納
を
認
め
る
な
ど
し
て
、

か
ら
し
め
て
、

」
五
代
以
来
の
諸
国
の
苛
数
は
漸
く
卒
か
に
な
り
、

「
多
き
も
の
は
寡
な
か
ら
し
め
、
難
き
も
の
は
易

と
の
よ
う
な
、
五

大
中
群
符
四
年
の
錨
放
に
至
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

代
の
横
放
の
賦
を
宋
王
朝
に
な
汁
て
除
い
て
行
っ
た
と
み
る
の
が
史
料
に
蔑
さ
れ
て
い
る
嘗
時
の
人
々
の
丁
税
に
封
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

し



カ〉

し

宋
代
に
入
つ
て
の
身
丁
挽
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

建
炎
以
来
繋
年
要
録

(
以
下
要
録
と
略
す
〉
倉
一
五
八
、
紹
興
十
八
年
十
月
乙
卯
朔
に
、

教
令
所
制
定
官
盛
師
文
面
封
、
乞
遜
天
聖
嘉
耐
詔
令
、
将
諸
路
見
有
丁
鏡
、

不
許
折
費
、
並
令
均
納
見
銭
、

と
あ
る
所
を
み
る
と
、
大
中
群
符
四
年
か
ら
十
数
年
後
の
仁
宗
の
天
聖
年
間
(
一

O
二
三
|

一
O
三
一
)
に
は
既
に
丁
銭
が
復
活
さ
れ
て
い
た

ζ

と
に
な
る
。
以
後
、
部
分
的
な
、
或
は
短
期
間
の
除
放
が
く
り
か
え
さ
れ
な
が
ら
も
、
南
宋
ま
で
存
績
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

各
丁
の
丁
税
額
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
地
域
別
の
所
に
も
出
て
く
る
の
で
簡
単
に
み
て
み
る
と
、
大
瞳
の
標
準
と
し
て
は
、
要
録

省
一
六

二
、
紹
興
二
十
一
年
正
月
美
己
の
傑
に
、
将
作
監
主
簿
、
活
彦
輝
の
言
と
し
て
、

臣
聞
粗
宗
朝
行
丁
銭
之
法
、
率
コ
一
丁
共
敷
七
百
七
十
文
、
今
一

丁
不
下
二
丁
、

と
あ
っ
て
、
昔
は
三
丁
で
七
百
七
十
文
、
従
っ
て
一

丁
で
二
五
六
文
、
今
は
そ
の
倍
の
五
一
三
文
以
上
と
一
言
う
と
と
に
な
る
。

止
粛
文
集
忠
信
二
六
の
北
宋
初
期
の
雨
斯
諸
州
の
鐘
額
を
合
せ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
大
瞳
が
わ
か
る
。
丁
絹
に
つ
い
て
み
る
と
、

で
、
雨
祈
の
湖
州
で
は
三
丁
乃
至
四
丁
で
絹
一
匹
、
乾
道
八
年
に
、
紹
興
府
、
湖
、
巌
、
鹿
等
の
州
で
は
七
丁
乃
至
十
丁
で
一
匹
と
な
っ
て
い
る
。

丁
米
な
ど
も
あ
っ
た
。
徴
枚
の
時
期
は
多
く
の
場
合
、
夏
税
に
随
っ
て
同
時
に
徴
脱
さ
れ
た
。
そ
の
用
途
は

さ
き
に
引
い
た

紹
興
末
年
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こ
の
他
、

丁
紬
、

丁
綿
、

丁
盤
、

地
方
の
支
用
に
充
て
ら
れ
る
場
合
と
、
中
央
戸
部
に
迭
ら
れ
る
場
合
と
あ
っ
た
ら
し
い
。
減
放
な
ど
に
よ
っ
て
中
央
の
身
丁
税
額
に
歓
額
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
内
庫
の
銀
絹
、
沙
田
直
場
の
租
銭
な
ど
に
よ
っ
て
戸
部
の
歓
額
を
補
っ
て
軍
用
に
充
て
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
歳
額
は

大
中
群
符
四
年
に
全
園
で
鏑
放
し
た
身
丁
銭
額
が
四
十
五
高
四
百
貫
、
南
宋
の
ご
く
初
め
に
、
雨
斯
だ
け
で
絹
二
十
四
寓
匹
、
綿
百
首
阿
南
、
銭

二
十
四
高
綱
と
な

っ
て
い
乱
。

以
上
の
よ
う
に
、

丁
税
は
必
ず
し
も
全
園
的
に
均
等
に
課
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
と
所
に
よ
っ
て
そ
の
徴
牧
の
種
類
、

そ
の
税
額

も
異
な
っ
て
い
た
。
中
央
集
櫨
的
な
支
配
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
各
地
方
に
お
い
て
賓
施
に
う
つ
さ
れ
る
時
、

っ
て
痩
化
が
あ
り
、
決
し
て
全
園
一
律
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
傑
件
に
よ

地
方
別
に
丁
税
の
推
移
を
み
て
行
く
ζ

と
に
し
ょ
、
引。



地

域

別

爾

茄

-先
ず
、

と
の
時
代
の
経
慣
の
中
心
地
帯
で
あ
っ
た
南
祈
路
か
ら
み
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
陳
師
遣
の
後
山
先
生
集

呉
越
銭
氏
、
人
成
丁
、
歳
賦
銭
三
百
六
十
、
謂
之
身
銭
、
民
有
至
老
死
而
不
冠
者
、

品
位
二
四
に

こ
の
地
方
の
身
丁
銭
が
五
代
呉
越
に
は
じ
ま
っ
ーた
と
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
宋
に
引
き
つ
が
れ
、
大
中
群
符
四
年
に
至
り

慶
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
廃
止
か
ら
洩
れ
て
い
た
委
、
秀
二
州
の

T
身
銭
も
明
道
元
年
(
一

O
三
二
)
に
至

っ
て
除
放
さ
れ

h
e
元

と
あ

っ
て、

豊
七
年
(
一

O
八
四
〉
に
成
っ
た
奥
郡
園
経
績
記
倉
下
に
は
、

園
経
、
毎
歳
有
丁
身
銭
、
自
大
中
群
符
四
年
円
詔
以
南
新
一
隅
建
路
荊
湖
南
北
慶
南
東
路
、
在
僑
園
日
出
丁
身
鏡
、
並
特
除
放
、

四
十
五
寓
有
徐
貫
、
由
是
蘇
民
至
今
無
計
口
算
繕
之
事
、
蒙
津
最
厚
、

凡
歳
克
縄
銭
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と
あ
っ
て
、
蘇
州
で
は
ζ

の
時
も
な
お
、
身
丁
銭
は
克
放
に
な
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

三
、
矯
張
巌
州
作
乞
菟
丁
銭
奏
献
に
、

欲
望
、
聖
慈
特
降
容
旨
、
将
巌
州
丁
盟
銭
絹
、
依
永
遭
榔
州
桂
陽
監
衡
州
茶
陵
牒
及
衛
婆
秀
州
卒
江
府
例
、
窪
行
錨
除
、

ζ

の
よ
う
に
し
て
南
宋
に
至
り
、
東
莱
呂
太
史
文
集

巻

と
あ
る
所
を
み
る
と
、

こ
れ
は
乾
遁
六
年
(
一
一
七

O
)
の
記
事
で
あ
る
が
、

の
克
放
以
来
、
身
丁
銭
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

省
二
九
、
建
炎
三
年
十
一
月
丁
未
の
僚
に
、

街
、
姿
、
秀
、
卒
江
(
蘇
〉
等
の
州
府
で
は
、
大
中
群
符
四
年

し
か
し
一
方
、
要
鋒

初
未
行
紗
盟
以
前
、
南
漸
民
戸
、
毎
丁
官
給
華
麗
一
一
回
、
令
民
総
銭
一
百
六
十
六
、
謂
之
丁
聾
銭
、
皇
-
暗
中
、
許
民
以
紬
絹
従
時
債
折
納
、
謂

之
丁
絹
、
自
行
紗
法
後
、
官
不
給
盤
、
毎
丁
増
鐘
矯
三
百
六
十
、
調
之
身
丁
銭
、
大
観
中
、
始
令
三
丁
輪
絹
一
匹
、
時
絹
直
猶
競
、

'未
有
賠

費、

'其
後
物
債
盆
貴
、
乃
令
民
毎
丁
輪
絹
一
丈
綿
一
雨
、
軍
輿
丁
少
、
途
均
科
之
、
民
甚
以
矯
患
、
至
是
聴
五
等
下
戸
以
爵
牢
折
鳥
牢
納
見



銭
と
み
え
て

い
る
。

雨
祈
で
は
、
丁
-
慨
に
盟
理
を
給
し
て
銭
を
納
め
さ
せ
る
丁
盟
銭
が
あ
っ
た
が
、
と
の
盤
監
の
支
給
は
玉
代
来
行
わ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
丁
盟
銭
も
五
代
以
来
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ζ

れ
が
仁
宗
の
皇
耐
年
間
(
一

O
四
九

l
五
一
ニ
)
に
丁
絹
に
か
わ
っ
て
い
る

が
、
文
字
通
り
に
受
取
っ
て
盟
一
到
を
支
給
し
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
無
償
で
は
な
い
か
ら
、

こ
れ
を
丁
税
と
み
る
ζ

と
は
出
来
な
い
が
、

そ
れ
が
丁
寧
位
で
あ
る
と
と
は

注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

察
京
に
よ
っ
て
紗
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
崇
寧
二
年
(
一
一

O
一
二
〉
以

降
、
躍
の
支
給
が
な
く
な
り
、

し
て
は
、
五
代
以
来
銭
納
と
し
て
の
身
丁
銭
が
あ
っ
た
が
、

銭
三
百
六
十
文
を
納
め
て
全
く
身
丁
税
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と

雨
漸
の
丁
税
と

こ
れ
は
大
中
鮮
符
四
年
に
除
放
さ
れ
た
。

一
方
、
同
じ
く
五
代
以
来
、

丁
を
皐
位

と
し
て
盟
を
支
給
し
、
毎
丁
、
銭
を
輪
納
さ
せ
る
丁
盟
銭
が
あ
り
、

ζ

れ
が
丁
絹

l
丁
銭

l
丁
絹
と
費
化
す
る
と
一
言
う
、
盟
盟
の
支
給
に
は
じ

ま
る
丁
税
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

南
宋
に
入

っ
て
、
建
炎
三
年
に
は
、

こ
の
丁
絹
を
、

五
等
は
牢
分
を
絹
で
、
宇
分
を
見
銭
で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

と
れ
は
絹
債
が
高
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く
な
っ
た
た
め
、
特
に
下
等
細
民
に
と
っ
て
は
、
絹
よ
り
見
銭
納
の
方
が
負
措
が
軽
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

丁
税
は
丁
を
車
位
と
し
て
、
貧
富

を
問
わ
な
か
?
た
か
ら
、
数
か
ら
言
っ
て
屋
倒
的
に
多
い
貧
民
大
衆
暦
を
封
象
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
又
、
大
土
地
所
有
者
、
中
等
以
上
の

戸
に
と
っ
て
は
、

土
地
に
謝
す
る
雨
税
の
方
が
問
題
で
あ

っ
て
、
身
丁
税
の
方
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
要
録

単
位
一
四
九
、
紹
興
十
三
年
七
月
壬
申
の
僚
に
、

詔
南
漸
民
戸
丁
盤
銭
多
欠
負
者
、
其
除
之
、
先
是
上
欲
錨
漸
西
下
戸
田
租
、
而
秦
檎
言
、
豪
民
多
分
立
小
戸
、
難
以
概
菟
。

若
錨
丁
盟
鏡
、

則
質
惑
正
及
下
戸
、

上
可
之
、

且
目
、
民
間
所
以
不
奉
子
者
、

正
以
是
也
、
朝
廷
法
禁
非
不
巌
、
終
不
能
組
、
其
本
乃
在
於
此
、

と
あ
っ
て
、

国
租
を
鏑
放
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
下
戸
は
う
る
お
わ
ず、

丁
瞳
銭
を
除
く
乙
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
貰
恵
が

下
戸
に
及
ぶ
と
言

う
の
で
あ
る
。
呉
泳
の
鶴
林
集

巻
一
玉
、
建
紹
乾
遭
陰
雨
五
事
の
一
に

比
聞
、
雨
漸
身
丁
鏡
絹
、
皆
取
於
五
等
下
戸
、
其
議
錨
除
之
、



と
あ
り
、
或
は
、
棲
鋪
の
攻
塊
集
谷
八
五
、
先
兄
巌
州
行
般
に
も
、

叉
言
身
丁
銭
者
、
皆
出
子
下
戸
、

と
あ
る
の
な
ど
を
み
る
と
、
身
丁
税
は
貧
民
下
戸

へ
謝
し
て
だ
け
課
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
来
る
。
寧
宗
の
開
講
元
年
、

南
漸
路
の
丁
税
の
永
久
克
除
の
詔
が
出
る
ま
で
、
丁
税
の
鏑
克
は
く
り
か
え
し
て
行
わ
れ
る
が
、

そ
の
中
で
も
特
に
、

四
・
五
等
戸
と
か

五

等
以
下
の
細
民
に
封
す
る
苑
放
が
目
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
丁
税
が
、
雨
漏
削
に
お
い
て
は
、
土
地
を
基
準
と
す
る
和
買
や
国
税
の
中
へ

く
り
と
ま
れ
て
行
く
傾
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
和
買
も
そ
の
は
じ
め
は
農
民
の
端
境
期
に
銭
や
瞳
を
貸
し
、
後
、
絹
や
紬
を
返
さ
せ
て
い
た
も
の
で
、

支
給
が
な
く
な
っ

て
、
北
宋
の
末
に
は
全
く
租
税
化
し
た
の
で
あ
る
。
棲
舗
の
攻
塊
集

ζ

れ
が
銭
や
瞳
の

各
八
五
、
先
兄
巌
州
行
肢
に
、
乾
道
年
聞
に
紹
興
府

で
、
下
戸
に
和
買
の
科
敷
が
な
か

っ
た
と
と
を
の
ベ

て

叉
言
身
丁
銭
者
皆
出
子
下
戸
、
欲
将
所
取
之
額
、
線
計
震
絹
若
干
、
輿
和
買
絹
数
合
矯
歳
額
、
止
以
産
銭
均
開
、

利
買
之
敷
則
頓
減
、
下
戸
雄
就
身
丁
敷
和
買
、
而
身
丁
之
克
則
甚
優
、
上
下
各
得
其
利
、
而
官
賦
所
入
無
鵬
、
妙
書
回
以
和
買
身
丁
矯
名
、

用
防
臭
時
重
盛
倍
敷
之
患
、
若
有
丁
無
産
之
民
、
則
叉
可
以
全
克
、
而
箆
太
卒
之
境
失
、
上
褒
嘉
再
四
、

上
戸
雄
就
和
買
敷
身
丁
、
而
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と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
下
戸
か
ら
徴
牧
す
べ
き
身
丁
銭
の
額
を
、
絹
に
し
て
ど
れ
だ
け
の
額
に
な
る
か
を
総
計
し
、

之
を
和
買

絹
の
数
と
合
せ
て
一
年
の
徴
牧
額
と
す
る
。
そ
れ
を
産
銭
に
曜
じ
て
す
べ
て
の
戸
に
わ
り
あ
て
れ
ば
、

上
戸
は
和
買
と
共
に
身
丁
税
も
課
さ
れ

る
と
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
下
戸
に
は
割
嘗
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
和
買
が
、

下
戸
に
も
ま
わ
さ
れ
る
か
ら
、

そ
の
分
だ
け
和
買
の
科
敷
が

又
一
方
、
下

上
戸
に
身
丁
税
が
な
か

っ
た
と
と
に
な
る
。

戸
の
方
で
も
、
身
丁
税
と
共
に
新
ら
た
に
和
買
が
科
敷
さ
れ
る
と
と
に
な
る
が
、
身
丁
の
方
の
負
据
が
非
常
に
軽
く
な
る
か
ら
、

頓
に
減
じ
る
こ
と
に
な
る
と
吾
一
同
う
。

乙
れ
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
紹
興
府
で
は
、

が
あ
り
、

上
下
共
に
利
盆

叉
産
鏡
に
よ

っ
て
均
開
す
る
と
な
れ
ば
、
丁
が
あ
っ

て
も
無
産
の
家
は
、
和
買
、
身
丁
共
に
克
除
さ
れ
る
と
一
言
う
議
論
で
あ
る
。
と

の
有
丁
無
産
と
は
客
戸
の
こ
と
で
あ
ろ
う。

産
銭
と
は
、
財
産
を
金
額
に
よ

っ
て
罰
則
債
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
や
は
り
土
地
で
あ



っ
た
。

こ
の
よ
う
に
な
れ
ば

身
丁
税
は
、
和
買
と
共
に
戸
等
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、

も
は
や

丁
税
と
し
て
の
意
味

は
失
わ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
か
ら

約
二
十
年
の
後
、

同
じ
く
紹
興
府
の
和
買
に
つ
い
て

右
と
同
じ
設
が
き
わ
め
て
具
盤
的
且

っ
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
宋
禽
要

四
日
の
僚
に
み
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
、
首
時
、
和
買
は
、
四
等
戸
以
上
に
科
さ
れ
、 食

貨
七
十
、
賦
税
雑
録

慶
元
四
年
(
一
一
九
八
)
十
二
月

五雄
一寸
戸
は
克
れ
て
い
た
た
め
、

四
等
以
上
の
産
業
あ
る

戸
は
、
所
調
詑
名
析
戸
を
行
い
、
そ
の
財
産
を
分
散
し
て
名
義
上
の
五
等
戸
に
な
り
、
和
買
を
菟
れ
よ
う
と
し
た
。

そ
の
封
策
と
し
て
、

下
五
等
戸
見
身
丁
絹
丁
綿
丁
盤
銭
三
項
、
其
丁
綿
丁
瞳
銭
、
向
日
亦
曾
具
申
尚
書
省
、
欲
従
除
減
、
今
若
未
従
除
減
、
則
欲
乞
、

賂
下
五
等

有
丁
有
産
人
戸
身
丁
絹
興
和
買
絹
、
衰
同
輩
均
敷
於
第
一
等
至
第
五
等
産
業
畝
頭
物
力
之
上
、
蓋
第
四
等
以
上
人
戸
和
買
絹
、

既
均
敷
在
第

五
等
人
戸
之
家
、
則
第
五
等
人
戸
、
亦
合
衰
同
以
丁
絹
均
科
在
第
一
紘
一
寸
至
第
五
等
畝
頭
物
力
之
上
、
庶
幾
於
理
矯
均
、

と
い
う
意
見
を
記
し
て
い
る
。

叉
、
五
等
戸
で
も
そ
の
丁
絹
を
一
等
か
ら
五
等
ま
で
の
畝
頭

つ
ま
り
、
和
買
も
丁
絹
も
共
に
一
紘
一
寸
か
ら
五
等
ま
で
の
産
業
畝
頭
物
力
の
上
に
均
科
し
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ

四
等
以
上
の
戸
の
和
買
絹
を
五
等
戸
に
も
課
し
、

る
。
右
に
つ
い
ふ
け
て
例
を
曾
稽
鯨
に
と
り
、
和
買
と
丁
絹
と
の
額
敷
を
あ
げ
、

そ
の
中
に
、
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物
力
の
上
に
均
科
す
る
。

又
有
三
千
三
百
五
十
三
丁
、
係
有
丁
無
産
者
、
矯
丁
絹
計
三
百
五
十
二
匹
二
尺
六
寸
、
既
是
無
産
、
興
今
来
畝
頭
均
敷
和
買
、

郎
無
干
渉
、

と
あ

っ
て
、
有
丁
無
産
者
、
客
戸
で
あ
ろ
う
が
、
ζ

れ
は
無
産
で
あ
る
か
ら
、
畝
頭
均
敷
の
和
買
と
は
無
関
係
で
、
従
来
通
り
、

了
絹
だ
け
を

轍
納
し
て
い
れ
ば
い

い
わ
け
で
あ
る
。

ζ
t
A
で
も
丁
税
が
、

五
等
下
戸
及
び
客
戸
を
封
象
と
し
て
、

上
戸
に
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
受
取
れ

る
。
先
に
み
た
遇
り
、
建
炎
三
年
、

五
等
下
戸
の
丁
税
は
絹
と
見
銭
と
宇
中
T

で
納
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

和
買
絹
も
亦
、
同
じ
年
に
一
部

が
本
色
か
ら
折
自
巾
錨
に
か
わ

っ
た
。

丁
絹
も
和
買
網
も
納
入
が
同
じ
く
折
鳥
銭
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

は
じ
め
、
和
買
は
五
等
以
下
の
戸
に

封
し
て
は
科
敷
さ
れ
な
か

っ
た
が

記
名
析
戸
に
よ
っ

て
生
じ
た
名
義
だ
け
の
五
等
戸
を
も
和
買
の
科
敷
の
封
象
と
し
て
つ
か
ま
え
る
た
め

に
、
和
買
の
課
税
基
準
が
次
第
に
低
下
し
て
行
き
、
従
来
和
買
の
な
か

っ
た
五
等
戸
の
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
零
細
な
土
地
所
有
者
に
謝
し
て
ま
で

も
和
買
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
北
宋
以
来
、
養
置
の
中
心
地
と
し
て
、
華
北
そ
し
の
い
で
拾
頭
し
て
来
た
雨
漸
に
お



い
て
、
戸
等
の
上
下
を
課
税
基
準
と
し
た
和
買
の
額
数
が
、
夏
税
絹
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
大
き
な
比
重
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、

よ
う
な
吠
態
の
下
で
、
丁
税
を
和
買
と
同
一

の
場
で
徴
投
し
よ
う
と
言
う
意
見
が
く
り
か
え
さ
れ
る
の
も
偶
然
で
は
な
く
、

も
の
の
存
績
の
意
味
は
う
す
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

丁
税
が
回
税
化
し
て
行
く
方
向
も
み
と
め
ら
れ
る
。

卸
ち
、
宋
曾
要

と
の

丁
鏡
、

丁
絹
そ
の

又

↓
方
で
は
、

食
貸
一
二
、

身
丁

隆
輿
二
年
(
一
二
ハ
四
〉
四

月
二
十
六
日
の
僚
に
、

知
常
州
宜
輿
蘇
萎
詔
言
、
本
蘇
無
税
産
人
戸
、
毎
丁
納
丁
身
盟
銭
二
百
文
足
、
第
四
第
五
等
人
戸
有
墓
地
者
、
調
之
墓
戸
、
経
界
之
時
、
均

紐
正
税
外
、
叉
令
稽
納
丁
瞳
絹
、
作
折
鳥
銭
輪
納
、
本
州
管
下
膏
陵
武
進
無
錫
三
照
、
皆
子
衆
戸
国
産
上
均
納
、

牧
納
、

j
i
-
-
-
欲
乞
、
依
三
鯨
一
例
均
納
、
従
之
、

調
是
本
蘇
紐
在
下
戸
帯
丁

と
あ
っ
て
、
常
州
四
懸
の
う
ち
、
宜
輿
豚
で
は
、
税
産
な
き
人
戸
は
(
客
戸
で
あ
ろ
う
が
〉
、
毎
丁
、
丁
身
彊
銭
二
百
文
足
そ
納
め
て
い
る
。
又
、

四
、
五
等
戸
は
、
経
界
の
行
わ
れ
た
時
、
正
税
、

つ
ま
り
田
税
を
均
紐
さ
れ
た
以
外
に
、

更
に
丁
瞳
絹
を
折
島
銭
と
し
て
輪
納
せ
し
め
ら
れ
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た
。
帯
納
と
あ
る
の
は
、
正
税
輪
納
に
際
し
、
別
に
丁
瞳
絹
を
折
鳥
銭
と
し
て
同
時
に
稔
納
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
常
州
管

轄
下
の
他
の
畜
陵
、
武
進
、
無
錫
の
三
鯨
で
は
、
乙
の
丁
堕
絹
は
既
に
衆
戸
の
国
産
上
に
均
納
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
、
宜
輿
鯨
で
も
、
他
の
三
鯨
と
同
様
、
国
産
上
に
均
納
せ
し
め
る
と
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
常
州
で
は
、
丁
聾
絹
が
、
丁
に
謝
し
て
で
は
な

く
、
回
産
に
封
し
て
均
等
に
割
嘗
て
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
皆
、
衆
戸
の
回
産
上
に
均
納
」
せ
し
め
る
と
言
う
の
は
、
さ
き
の

紹
興
府
の
和
買
の
科
敷
と
同
じ
方
法
で
、
一
等
か
ら
五
等
ま
で
の
戸
の
土
地
所
有
に
従
っ
て
丁
聾
絹
を
均
敷
す
る
と
言
う
ζ

と
で
あ
ろ
う
e

と

の
場
合
、
税
産
無
き
人
戸
の
丁
身
瞳
銭
二
百
文
足
は
引
績
き
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
、
丁
税
が
回
産
上
に

均
敷
さ
れ
、
或
は
和
買
と
同
じ
く
戸
等
に
膳
じ
て
割
嘗
て
ら
れ
る
と
と
に
な
れ
ば
、
丁
税
は
税
産
な
き
無
業
の
客
戸
の
み
を
封
衆
と
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
宋
曾
要
食
貨
一
二
、
身
T

乾
遁
九
年
(
一
一
七
一
ニ
)
十
月
一
日
の
篠
に
、

司
農
少
卿
線
領
准
東
軍
銭
根
察
洗
一
言
、
鎮
江
共
管
三
邑
、
而
轍
丁
各
異
、
有
所
謂
税
戸
、
有
所
謂
客
戸
、
税
戸
者
有
常
産
之
人
也
、
客
戸
則

そ
ζ

で
ζ

の
時
以



無
産
而
僑
寓
者
也
、
税
戸
客
戸
惟
丹
徒
並
輪
丁
、
而
丹
陽
金
壇
二
巴
有
税
則
無
丁
、
其
輸
了
者
客
戸
而
己
、

と
あ
っ
て
、
鎖
江
府
三
鯨
の
丁
絹
の
輸
納
の
肢
態
が
知
ら
れ
る
。
丹
徒
鯨
で
、
主
戸
、
客
戸
共
に
丁
税
を
納
め
て
い
る
の
は
別
に
か
わ
っ
た
こ

客
戸
だ
け
が
、

と
は
な
い
が
、
丹
陽
、
金
壇
の
二
牒
で
は
、
南
税
を
納
め
る
も
の
に
は
丁
税
が
な
く
、

同

丁
税
を
負
携
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

何
時
頃
か
ら
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
と
の
よ
う
な
、

丁
税
そ
の
も
の
意
味
が
襲
化
し
て
来
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

つ
ま
り
、

主
戸
は
雨
税
の
み
を
納
め
て
丁
税
は
な
く
、

ζ

こ
で
は
丁
絹
で
あ
る
が
、

主
戸

に
は
雨
税
、
客
戸
に
は
丁
税
と
言
う
-
課
税
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

此
の
場
合
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、

以
上
の
よ
う
に
客
戸
は
常
に
丁
税
の
封
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

ζ

の
中
に
佃
戸
も
含
ま
れ

て
い
た
か
ど
う
か
と
一一
言
う
こ
と
で
あ
る
。
身
丁
税
は
前
に
も
の
や
へ
た
よ
う
に
、

「
一
夫
と
雌
も
克
れ
る
そ
得
な
い
」
の
で
あ
っ
て

佃
戸
と
難

も
克
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
、
南
宋
末
の
人
、

王
柏
の
王
女
憲
公
選
集

巻
七

賑
酒
利
害
書
に
、
委
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州
金
華
鯨
に
つ
い
て

官
不
養
民
而
民
養
官
突
、
曲
成
夫
費
臣
室
之
土
、
臣
家
資
農
夫
之
力
、
彼
此
自
相
資
、
有
無
自
相
倒
、
而
官
不
興
也
、

故
目
、
官
不
養
民
、
農

夫
総
子
巨
室
、
巨
室
総
子
州
鯨
、
州
牒
総
子
朝
廷
、

以
之
旅
士
、
以
之
銅
軍
、

と
あ
っ
て
、
納
税
に
お
い
て
は
官
と
佃
戸
と
は
直
接
的
な
閥
係
は
な
く
、
佃
戸
l
地
主
|
州
鯨
l
中
央
と
言
う
形
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

と
の
よ
う
な
僅
制
の
下
に
あ
っ
て
、
身
丁
税
の
み
を
州
鯨
が
佃
戸
か
ら
直
接
的
に
徴
牧
し
得
た
か
ど
う
か
、
或
は
地
主
を
遇
し
て
佃
戸
の
了
税

地
主
が
そ
れ
を
忠
質
に
履
行
し
た
か
ど
う
か
、
疑
問
の
よ
う
に
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
雨
漸
地
方
に
お
い
て
は
、

五
代
以
来
丁
税
が
あ
?
た
が
、
次
第
に
そ
の
内
容
易
」
襲
化
さ
せ
て
行
き
、

盟
揮
を

支
給
す
る
丁
瞳
銭
か
ら
丁
網
へ
、

こ
れ
が
身
丁
銭
と
な
り
、
絹
へ
折
納
さ
れ
、
叉
、

こ
れ
が
折
鳥
銭
と
な
る
な
ど
、

丁
を
基
準
と
し
な
が
ら
、

均
敷
さ
れ
て
、

そ
の
納
入
の
形
を
費
え
て
行
き
、
更
に
こ
れ
が
、
和
買
絹
と
同
じ
場
所
で
扱
わ
れ
て
、
財
産
の
多
寡
に
従
っ
て
割
嘗
て
ら
れ
、
或
は
国
産
上
に

土
地
税
の
中
へ
く
み
入
れ
ら
れ
て
行
く
遣
を
た
ど
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
、

南
宋
に



入
っ
て
か
ら
は
、
特
に
四
・
五
等
戸
な
ど
に
封
す
る
丁
税
の
錨
放
を
く
り
か
え
し
乍
ら
、
寧
宗
の
開
稽
二
年
三
二

O
六
〉
以
降
、
雨
新
路
の

丁
税
は
永
菟
さ
れ
る
と
と
に

・な
っ
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
時
以
降
の
丁
税
の
行
方
を
み
て
み
る
と
、
資
慶
四
明
志
容
六
、

ー鍍
賦
に
、
朝
廷
案

名
、
七
色
と
し
て
、
銀
、
絹
、
紬
、
綿
、
綾
、
盟
紗
紙
と
並
ん
で
銭
が
あ
り
、
そ
の
銭
の
中
に
折
鳥
銭
一
七
六
、
七
二
五
貫
文
が
あ
る
が
、
そ

の
中
か
ら
七
千
貫
文
を
載
留
し
て
放
克
の
身
丁
銭
を
補

っ
て
い
る
。
叉
、
台
州
の
地
志
、
嘉
定
赤
城
志
容
二
ハ
、
財
賦
門
の
上
供
に
は
、

紬
一
絹
、
折
絹
鏡
、
綿
、
経
綿
制
銭
等
と
並
ん
で
折
鳥
銭
二
二
六
、
九
九
八
貫
二
八
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
折
鳥
銭
の
積

年
の
減
離
の
分
と
、
菟
放
に
な
っ
た
人
戸
身
丁
銭
と
が
合
計
し
て
除
か
れ
て
い
る
。
明
州
、
台
州
で
は
、
克
放
に
な
っ
た
身
丁
銭
が
い
ず
れ
も

折
鳥
鎮
の
中
で
始
末
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戚
淳
臨
安
志
容
五
九
、
回
税
の
項
の
中
に
は
、
新
城
蘇
に
、
和
買
紬
絹
、
瞬
、
苗
米
、
そ
の

他
と
並
ん
で
丁
身
銭
六
、
九
一
四
貫
五
二
七
文
と
あ
る
。
南
宋
も
末
に
な
っ
て
、
臨
安
府
九
蘇
の
う
ち
、
新
城
郡
肺
の
み
に
丁
身
鎮
の
名
が
残
つ

さ
も
な
け
れ
ば
、
苗
米
な
ど
と
並
ん
で
田
税
の

項
目
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
名
は

T
身
銭
と
言
っ
て
も
、
買
際
に
は
国
税
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
宋

曾

要

食

貨

七

O
、
賦
税
雑
録
開
講
三
年
七
月
十
四
日
の
僚
に
、
臣
僚
の
一
言
と
し
て
、

和
買
役
銭
奥
夫
諸
色
雑
科
之
類
、
皆
因
畝
頭
物
カ
起
敷
、

と
あ
っ
て
、
身
丁
税
の
永
克
さ
れ
た
翌
年
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
丁
税
も
亦
、
諸
色
雑
科
の
類
と
し
て
、
畝
頭
物
力

て
い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
、

乙
の
一
厭
だ
け
が
開
稽
二
年
の
克
放
か
ら
洩
れ
て
い
た
か
、

4
E
-
-

守よ

こ
の
地
方
の
経
慣
の
一
つ
の
中
心
を
な
す
蘇
州
、
或
は

秀
州
に
お
い
て
、
北
宋
以
来
丁
税
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
も
、
既
に
丁
を
基
準
と
す
る
丁
税
の
存
績
の
意
味
が
失
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

に
よ
っ
て
起
敷
さ
れ
る
方
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

う
か
。
国
家
の
支
配
の
側
か
ら
み
て
も
、
財
政
枚
入
の
不
足
に
苦
し
む
南
宋
政
府
が
、
減
枚
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
民
力
を
寛
か
に
す
る
た
め

に
の
み
減
税
を
行
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

j工

南

衣
に
江
南
に
つ
い
て
み
よ
う
。
景
定
建
康
志

容
四

O

回
賦
志
に
、
明
道
二
年
(
一

O
一
二
三
)

活
仲
掩
が
江
准
安
撫
使
の
時
、

嘗
可
に



奏
し
た
文
章
を
の
せ
て
、

看
詳
、
江
寧
府
上
元
等
五
勝
主
客
戸
、
遮
年
迭
納
丁
口
監
銭
、
卸
不
曾
請
瞳
食
用
、
操
本
府
分
析
及
盟
問
得
、
始
属
江
南
儒
命
之
時
、
有
遁

泰
臨
貨
俵
散
計
口
納
銭
入
官
、
後
来
准
南
通
泰
踊
属
朝
廷
之
後
、
江
南
自
此
無
瞳
給
散
、
所
以
百
姓
至
今
虚
納
銭
、
併
更
折
納
綿
絹
、
未
曾

起
請
、

と
あ
っ
て
、
江
寧
府
で
も
五
代
以
来
、

丁
口
瞳
銭
が
あ

っ
て
、
主
戸
客
戸
共
に
納
め
て
お
り
、
宋
に
入
つ
て
は
、
墜
の
支
給
な
し
に
銭
を
鹿
納

さ
せ
ら
れ
、
更
に
丁
綿
、

丁
絹
に
折
納
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

と
れ
は
さ
き
に
み
た
雨
漸
路
に
お
い
て
、費
盟
を
給
し
て
丁
瞳
銭
を
納
め
さ
せ
、
と

東
西
路
共
に
、

れ
が
丁
絹
か
ら
身
丁
銭
へ
移
っ
て
行
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
江
南
は
、
大
盤
、
五
代
南
唐
の
支
配
し
て
い
た
地
域
に
醤
り
、
恐
ら
く
、
江
南

ζ

の
よ
う
な
形
で
身
丁
税
が
存
績
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
中
群
符
四
年
の
身
丁
銭
の
克
放
に
は
、
准
南
と
江

丁
身
盤
米
銭
の
折
科
だ
け
が
克
じ
ら
れ
た
。
活
仲
掩
は
右
に
績
け
て
、

玉
代
以
来
、

南
は
除
外
さ
れ
て
お
り
、
翌
、
大
中
鮮
符
五
年
五
月
に
、

盤
銭
は
折
納
を
許
さ
ず
見
銭
で
納
入
さ
せ
る
よ
う
に
乞
う
て
い
る
所
を
み
る
と
、

ζ

の
折
科
を
克
ず
と
言
う
の
も
、

主
戸
の
丁
口

守
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
も
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と
へ
も
ど
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。
叉
、
客
戸
の
丁
口
瞳
銭
に
つ
い
て
は
、
客
戸
は
浮
浪
の
人
で
起
移
定
ま
ら
ず
、

且
つ
、
客
戸
の
瞳
銭
は
多
く
は

な
い
か
ら
、
特
に
之
を
除
放
す
る
よ
う
に
乞
う
て
い
る
。

こ
れ
が
貫
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
と
L
で
瞳
銭
の
除
放
を
乞
う

て
い
る
客
戸
に
は
佃
戸
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
客
戸
は
浮
浪
の
人
で
起
移
定
ま
ら
ず
、
春
初
に
郷
一
司
塁
正
戸
長

が
浮
戸
を
抄
割
し
て
盤
銭
を
配
納
せ
し
め
る
と
、
逐
旋
走
移
」
し
て
し
ま
う
と
言
う
。
地
主
の
下
で
そ
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
佃
戸
が
、
そ

う
筒
軍
に
生
活
の
場
所
を
放
棄
し
得
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
し
、

と
の
地
方
で
は
、
戸
口
統
計
上
の
客
戸
は
非
常
に
少
な
い
が
、

佃
戸
が

少
な
か
っ
た
と
は
一
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

南
宋
に
な
っ
て
も
身
丁
税
は
存
績
し
て
お
り
、
要
録

容
一

O
九
、
紹
興
七
年
三
月
突
酉
の
w
慨
に
は
、
建
康
府
、
太
卒
州、

宣
州
の
五
等
戸

の
身
丁
克
除
の
記
事
が
あ
り
、
又
、
宋
曾
要

食
貨
六
六
、
身
丁、

淳
照
八
年
十
二
月
九
日
に
は

詔
逐
路
皐
傷
州
、

新
東
臨
安
府
j
i
-
-
江
東
建
康
府
鏡
州
徽
州
信
州
南
康
軍
慶
徳
軍
、
江
西
興
園
軍
、
湖
北
江
陵
府
那
州
漢
陽
軍
復
州
徳
安



府
、
准
東
八
州
准
西
八
州
軍
、
淳
照
九
年
分
醸
民
戸
合
納
身
丁
銭
物
、
並
特
克
一
年
、
州
鯨
轍
敢
催
取
、
許
人
戸
陳
訴
、

と
あ
っ
て
、
江
東
の
建
康
府
、
館
、
徴
、
信
州
、
南
康
軍
、
江
西
の
輿
園
寧
な
ど
の
身
丁
銭
物
一
年
を
特
克
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
皐
傷
の
州
軍

に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
孝
宗
の
時
に
は
な
お
こ
れ
ら
の
府
州
軍
に
限
ら
ず
、
江
南
東
西
路
全
瞳
に
わ
た
っ
て
身
丁
税
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
鹿
止
に
つ
い
て
は
今
の
所
不
明
で
あ
る
。
南
宋
も
末
に
成
っ
た
景
定
建
康
志
田
賦
志
の
税
賦
の
項
に
は
夏
秋

雨
税
の
細
目
と
そ
の
徴
牧
額
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
身
丁
銭
の
名
は
見
嘗
ら
な
い
。

巻
四

O
、

j佳

南

南
准
の
丁
税
に
つ
い
て
は
く
わ
し
い
ζ

と
は
明
ら
か
で
な
く
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記

不
知
所
従
始
、
乾
道
末
、
詔
民
戸
一
丁
充
民
兵
者
、
本
名
丁
銭
勿
輪
、

甲
集
倉
一
玉
、
身
丁
鎮
の
項
を
み
て
も
、

雨
准
丁
銭
者
、

と
記
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
程
大
昌
の
演
繁
露
績
集

容
二
、
江
南
丁
口
銭
に
は
、
「
呉
に
丁
口
銭
有
り
。
叉
畝
を
計
っ
て
銭
を
輪
す
。
」
と

ζ

の
地
方
に
丁
口
銭
と
言
う
税
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

五
代
は
じ
め
か
ら
、

る
が
、

こ
と
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
丁
口
銭
が
「
畝
を
計
っ
て
銭
を
輪
し
」
て
い
る
と
と
、

つ
ま
り
、
丁
口
銭
の
課
税
が
土
地
を
封
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あ
っ
て
、
呉
は
大
瞳
雨
准
に
位
置
し
て
い
た
固
で
あ
る
か
ら
、

象
と
し
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
も
の
ベ
た
よ
う
に
、
程
大
昌
は
、
南
宋
の
人
で
、

ζ

の
噴
の
丁
銭
を
漢
代
の
算
賦
、
口
賦
に
つ
な
が
る

も
の
と
み
て
い
る
貼
、
明
ら
か
に
、
そ
の
名
の
如
く
丁
税
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
丁
を
単
位
と
し
て
丁
口
銭
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の

が
、
い
つ
頃
か
ら
か
土
地
を
基
準
と
す
る
よ
う
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
中
静
符
四
年
の
菟
放
の
中
に
は
、
江
南
路
と
共
に
入
っ
て
お

ら
ず
、
大
中
群
符
五
年
に
、
丁
身
瞳
米
銭
の
折
科
が
兎
ぜ
ら
れ
た
ζ

と
は
、
江
南
の
所
で
み
た
遁
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
准
南
で
も
、
江
南

と
同
様
に
、
瞳
の
支
給
な
し
に
銭
を
虚
納
さ
せ
ら
れ
た
丁
口
瞳
鎮
の
如
き
丁
税
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
丁
を
基
準
と
し
て
お
り
、

「
畝
を
計
っ
て
銭
を
輪
」
し
た
と
言
う
英
の
丁
口
銭
と
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か
は
、

て
も
な
お
存
績
し
て
い
た
と
と
は
、
江
南
東
西
路
の
所
で
引
い
た
淳
照
八
年
の
菟
放
の
記
事
に
准
東
八
州
、
准
西
入
州
軍
の
身
丁
銭
物
が
皐
傷

ζ
れ
が
、

明
ら
か
で
な
い
。
南
宋
に
な
っ

の
た
め
に
特
菟
さ
れ
た
の
に
よ
っ
て
も
知
る
と
と
が
出
来
よ
う
。
其
の
他
、

い
く
つ
か
の
丁
税
克
除
の
記
録
も

い
ず
れ
も
期
間
を
限
っ
た
臨



時
の
克
除
で
あ
っ
て
、
永
久
的
な
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
が
鹿
止
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

i胡

剖
北
宋
、
仁
宗
か
ら
紳
宗
時
代
の
人
、
鄭
掃
の
郎
演
集

臣
任
剤
南
府
目
、
江
陵
校
江
蘇
人
戸
、
正
税
外
有
丁
身
盟
麹
銭
、
此
銭
自
高
氏
以
前
増
出
無
名
横
賦
、
真
宗
時
、
雄
曾
除
放
、

倉
一
二
、
論
克
丁
身
銭
状
に

而
二
邑
徐
数

尚
有
存
者
、
粂
本
戸
人
丁
、
多
己
亡
夜、

只
是
催
科
戸
長
及
地
郷
人
、
均
陪
代
納
、
臣
零
究
本
末
、
頗
得
詳
悉
、

雨
曾
仔
細
係
析
事
理
、
敷

奏
乞
行
錨
見
、
蹴
蒙
朝
旨
迫
索
、
勘
曾
、
至
今
未
見
施
行
、
粂
聞
湖
南
北
及
諸
路
、
亦
有
似
此
丁
銭
、
未
経
除
減
、
今
陛
下
践
昨
、
正
是
推

恩
布
津
之
時
、
欲
乞
、
検
禽
臣
前
来
奏
状
、
特
賜
詳
察
興
行
除
放
、

抑
制
鮒
が
知
剤
南
府
の
時
の
荊
湖
路
方
面
の
身
丁
銭
に
つ
い

て
-
記
し
て

い
る
。

り
、
荊
湖
北
路
の
北
中
十
に
位
置
し
た
荊
南
(
南
卒
〉
園
の
高
氏
以
前
か
ら
の
無
名
の
横
賦
で
あ
る
と
言
う
。
異
宗
の
時
除
放
し
た
と
あ
る
の
は

大
中
群
符
四
年
の
鏑
放
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
荊
南
府
の
江
陵
、
校
江
二
鯨
の
丁
身
盟
麹
銭
は
菟
放
さ
れ
な
か

っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
刑
湖
南
北
路
、
及
ひ
そ
の
他
の
諸
路
に
も
丁
銭
が
あ
っ
て
、
な
お
除
滅
さ
れ
て
い
な
か
司
た
の
で
あ
る
b

こ
れ
が
南
宋
ま
で
引
績
き
課
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
江
南
の
所
で
引

い

た

宋

曾

要

阜

傷

の

た

め

、

湖

北

の

江

陵

府

、

都

と
あ
っ
て
、

と
ζ

で
も
、

そ
の
起
原
を
五
代
以
前
に
求
め
て
お
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食
貨
身
丁
の
淳
照
八
年
十
二
月
九
日
の
篠
に
、

州
、
漢
陽
箪
、
復
州
、
徳
安
府
な
ど
の
身
丁
銭
物
を
一
年
分
だ
け
特
菟
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
身
丁
税
は
土
地
を
基
準
と
す
る
雨
税
法
櫨
制
の
中
に
あ
っ
て
は
、

む
し
ろ
異
質
的
な
も
の
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る

が
、
荊
湖
北
路
に
お
い

て
は
、
丁
税
だ
け
で
な
く
国
税
を
定
め
る
に
首
っ
て
、

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
宋
曾
要
食
貨
玉
、
官
田
雑
録

丁
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
の
は
興
味
あ
る

紹
興
三
十
年
七
月
二
十
四
日
の
傑
に

湖
北
嶋
運
司
言
、
被
旨
照
封
、
本
路
州
鯨
皆
以
回
畝
定
税
外
、
照
得
、
純
州
卒
江
鯨
、
兵
火
後
来
、
復
業
人
戸
、

自
陳
種
植
、

以
種
定
税
、

二
十
五
年
困
本
州
措
置
、

以
丁
定
説
、
線
以
種
定
税
、
人
戸
往
往
隠
匿
、
量
行
供
申
、
以
丁
定
税
、
有
力
之
家
、
往
往
終
丁
隠
匿
、
弁
下
戸

丁
多
国
少
、
有
丁
而
無
田
者
、
有
力
之
家
傍
倖
、
下
戸
不
能
臆
緋
、
復
行
逃
移
、



と
あ
っ
て
、
荊
湖
北
路
で
は
、

田
畝
に
よ
っ
て
積
を
定
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
純
州
、
即
ち
、
岳
州
卒
江
蘇
で
は
、

丁
が
多
く
田
の
少
な
い
下
戸
や
、

も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
叉
、
宋
合
同
要

が
定
め
ら
れ
た
と
言
う
。

丁
が
あ

っ
て
回
の
無
い
よ
う
な
貧
民
層
に
と

っ
て
は
、

丁
敷
に
よ
っ
て
税

丁
寧
位
の
課
税
が
苛
重
な

食
貨
一
二
、
身
丁

紹
興
二
十
八
年
正
月
二
十
八
日
の
篠
に

種
七
斗
、

直
秘
閤
湖
北
路
轄
運
判
官
経
孝
芽
言
、
荊
湖
北
州
勝
、
昨
経
残
破
、
亡
失
版
籍
、
乃
有
以
丁
増
税
者
、
根
括
人
戸
、
籍
其
丁
口
、
使
一
丁
受

以
矯
税
額
、
有
元
係
一
斗
之
税
、
而
家
有
三
丁
、
則
増
矯
二
石
一
斗
之
税
、
不
問
其
田
之
多
少
也
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
宋
曾
要
で
は
身
丁
の
項
の
中
に
入
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
み
て
行
く
と
、
前
に
引
い
た
純
州
卒
江
蘇
と
同
じ
く
、

が
丁
を
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
丁
籍
を
作
っ
て
一
丁
に
受
種
七
斗
を
税
額
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で

一
戸
で
一
斗
に
過
ぎ
な
か

っ
た
税
額
が
、
三
丁
あ
る
戸
で
は
二
石
一
斗
に
増
加
し
た
戸
も
あ
り
、
回
の
多
少
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
れ

は
戟
凱
の
た
め
に
版
籍
が
失
わ
れ
た
と
言
う
特
殊
事
情
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
南
宋
に
な
っ
て
な
お
、
丁
口
を
籍
し
て
回
.税

額
が
決
定
さ
れ
一

て
い
る
の
を
み
る
と
、
荊
湖
北
路
に
お
い
て
は
、
土
地
よ
り
は
丁
を
基
、
準
と
せ
じ
め
る
よ
う
な
篠
件
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
お

な
篠
件
の
上
に
立
っ
て
丁
税
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
南
漸
路
に
お
い
て
、
丁
税
が
国
税
化
し
て
行
く
傾
向
が
み

，
一

国

税

と
め
ら
れ
た
の
に
封
し
、

こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、

回
税
に
丁
税
の
に
お
い
が
強
く
残
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

荊
湖
南
路
に
つ
い
て
は
、
先
ず
建
炎
以
来
朝
野
雑
記

甲
集

容
一
玉
、
身
丁
鎮
の
項
に

白
馬
氏
操
湖
南
、
始
取
永
道
榔
州
桂
陽
軍
茶
陵
鯨
民
丁
銭
絹
米
安
、

と
あ
っ
て
、

こ
こ
で
も
丁
税
の
起
源
は
王
代
に
求
め
ら
れ
、
楚
を
建
国
し
た
馬
氏
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
と
・に
な
っ
て
お
り
、

長
編

題

九

O
、
嘉
祐
四
年
(
一

O
五
九
〉
十
月
美
酉
の
僚
に
、

湖
南
榔
道
永
州
桂
陽
監
及
衡
州
茶
陵
蘇
夏
秋
二
税
外
、
毎
丁
別
納
鎮
絹
米
豆
薬
物
箭
答
者
、
令
碍
運
司
検
勘
、
無
業
者
輿
除
放
、

輿
減
字
、
自
今
進
丁
更
不
添
納
、

有
業
者
特

と
あ

っ
て
、
と
れ
ら
の
州
監
牒
で
は
夏
秋
二
税
の
外
民
、
毎
丁
、
別
に
銭
絹
豆
薬
物
箭
鮮
な
ど
を
納
め
て
い
た
の
を
、

嘉
一
脂
四
年
に
無
業
者
は



除
放
し
、
有
業
者
は
牢
ば
を
減
ず
る
こ
と
と
し
た
。
無
業
者
と
は
客
戸
で
あ
ろ
う
か
。
大
中
群
符
四
年
の
克
放
に
は
荊
湖
南
路
も
含
ま
れ
て
い

五
代
以
来
引
績
き
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

冊
目

や
、A

、

み

れ

カ

ζ

れ
は
身
丁
銭
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
ら
の
米
豆
絹
等
の
物
は
、

ζ

のトっち、

こ
れ
ら
の
州
監
豚
の
丁
米
に
つ
い
て
は
、

五
代
馬
氏
の
時
、
民
間
の
採
木
を
貧
富
に
よ
ら
ず
丁
そ
計
っ
て
取
立
て
て
い
た
の
を
、
宋
初
に
な
っ

て
ζ

れ
を
米
に
か
え
て
、
税
に
障
っ
て
納
入
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
皇
祐
三
年
(
一

O
五
一
)
に
は
、
特
に
減
じ
て
毎
了
三
斗
七
升

と
し
た
。
南
宋
に
入
っ
て
紹
興
三
年
の
道
州
の
丁
米
は
一
高
七
千
絵
斜
に
上
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
乙
の
時
、

そ
の
三
分
の
こ
を
田
畝
上
に
均
敷

し
、
残
り
の
三
分
の
一
だ
け
を
丁
に
-
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。
遭
州
で
は
丁
米
の
三
分
の
こ
が
国
税
化
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

紹
興
十
四
年
、

紹
興
六
年
の
道
州

の
丁
米
は
な
お
毎
丁
四
斗
に
上
り

脚
乗
の
費
は
別
で
あ

っ
た
。

道
州
だ
け
で
な
く

永
、
榊

こ
の
よ
う
な
欣
態
の
中
で
、

州
、
桂
陽
監
、
茶
陵
鯨
の
三
州
一
監
一
鯨
の
丁
身
銭
絹
米
安
が
除
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
玉
代
馬
氏
の
徐
弊
で
あ
る
と

言
う
こ
れ
ら
の
丁
税
は
廃
止
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
荊
湖
南
路
の
丁
税
に
つ
い
て
は
、
始
ま
り
か
ら
除
放
ま
で
、
そ
の

史
料
は
す
べ
て
こ
の
永
、
道
、
榊
、
桂
陽
、
茶
陵
の
州
豚
監
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
他
の
州
鯨
の
丁
税
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
江
南
、
雨
准
、
湖
北
な
ど
に
お
い
て
、
路
全
瞳
に
わ
た
っ
て

丁
税
が
あ
っ
た
乙
と
を
考
え

あ
わ
せ
る
と
、
荊
湖
南
路
に
お
い
て
、
湘
江
上
流
の
南
牢
の
部
分
の
み
に
丁
税
が
あ
り
、
北
牢
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
し
ま
う
の
は
無
理
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宋
曾
要
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食
貨
六
て
官
田
雑
録

淳
照
二
年
(
一
一
七
五
)
十
月
十
二
日
の
僚
に

湖
南
漕
臣
李
棒
一
言
、
本
路
陸
地
荒
騒
甚
庭
、
欲
行
下
所
部
州
勝
、
委
官
相
験
、
見
荒
官
地
、

不
許
剣
佃
典
貰
、

召
人
請
佃
、
止
令
量
納
身
丁
鏡
、

不
立
租
説
、

と
あ
る
。
背
遇
、
官
田
で
は
官
租
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
乙
で
は
、
官
田
の
耕
作
者
か
ら
租
税
を
と
ら
ず
に
、

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
官
回
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
紹
興
十
四
年
の
丁
税
の
錨
放
の
後
に
、
湖
南
路
に
は
な
お
、

身
丁
銭
を
納
め

こ
の
よ

h

つ
に
し

て
田
租
の
か
わ
り
に
身
丁
税
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
曹
彦
約
の
日
田
谷
集

巻

上
荊
湖
宣
諭
廃
侍
郎
割
子
に

今
二
税
既
有
和
買
、
権
貨
叉
無
遺
利
、
無
名
之
賦
、
如
丁
銭
之
類
、
尚
或
有
之
取
於
民
者
、
河
損
而
不
可
盆
也
、



と
あ
る
。
寧
宗
の
時
の
と
と
ら
し
い
が
、
南
宋
も
中
期
以
降
に
な
っ
て
、

銭
が
荊
湖
路
一
帯
に
わ
た
っ
て
あ
っ
た
ζ

と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
損
ず
べ
く
し
て
盆
す
べ
か
ら
ず
L

と
考
え
ら
れ
な
が
ら

な
お
丁

福

建

一
隅
建
路
，の

津
、
泉
州
、
及
び
輿
化
軍
に
も
五
代
以
来
丁
米
五
斗
が
あ
り
、
宋
に
入
っ
て
七
斗
五
升
と
な
り
、
見
銭
で
納
入
す
る
と
と
と
な
っ

た
。
大
中
群
符
四
年
に
六
路
の
身
丁
銭
が
菟
放
さ
れ
た
時
も
、
こ
の
湾
、
泉
、
輿
化
で
は
、
丁
銭
を
叉
折
出
現
し
て
米
と
し
た
た
め
、
そ
の
菟
放
か

ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
ア
た
。
皇
祐
三
年
(
一

O
五
一
〉
に
至
り
、
泉
州
、
輿
化
軍
で
は
、
七
斗
五
升
の
丁
米
を
、
主
戸
は
二
斗
五
升
を
減
じ
、
客
戸

は
四
斗
五
升
そ
減
じ
、
又
、
湾
州
で
は
そ
れ
ま
で
八
斗
八
升
八
合
で
あ
っ
た
の
を
べ
主
戸
は
三
斗
八
升
八
合
を
減
じ
、
客
戸
は
王
斗
入
升
八
合

帥

・

を
減
じ
て
定
制
と
し
た
。
一
繭
建
で
も
主
戸
、
客
戸
と
も
に
身
丁
税
が
あ
り
、
と
の
時
、
主
客
の
聞
に
差
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

丁
税
の
負
措
者
に
は
、
「
丁
男
日
傭
不
過
四
五
十
文
、
身
丁
之
直
、
歳
率
三
百
、
衣
食
之
徐
、
終
年
不
能
足
之
、
明
と
か
、

立
錐
、
惟
籍
傭
雇
、
朝
夕
奔
波
不
能
営
三
餐
之
飽
、
有
鎮
日
只
一
飯
、
或
達
暮
不
粒
食
者
、
歳
総
身
丁
一
百
五
十
‘

乙
の

猶
有三

能「
排帥葬
L 鈴ヲ

と戸
い則
つ全
た無
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よ
う
な
客
戸
暦
を
も
数
多
く
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

単位一

O
、
版
籍
類
に
、

戚
卒
初
、
夏
税
及
身
丁
鏡
、
線
二
高
九
千
七
百
四
十
四
貫
有
奇
、
大
中
群
符
四
年
、
詔
放
身
丁
鏡
、
濁
夏
税
七
千
六
十
九
貫
有
奇
、

そ
の
他
の
州
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
踊
州
の
地
志
、
淳
照
三
山
志

と
あ
っ
て
、
異
宗
の
時
、
調
州
で
は
身
丁
銭
が
夏
税
銭
の
三
倍
に
達
し
て
い
た
。
又
、
鄭
輿
喬
の
鄭
忠
粛
奏
議
選
集
単
位
上
、
請
禁
民
不
孝
子
肢
に
、

丁
瞳
紬
絹
求
無
襲
、
愚
童
小
民
、
寧
殺
子
而

:
:
:
而
建
創
汀
郁
四
州
矯
尤
甚
、
蓋
自
軍
輿
以
来
、
戸
口
凋
残
、
貧
吏
好
奇
叉
復
韓
其
凌
虐
、

不
願
輪
税
、

孝
宗
の
時
、
鄭
輿
商
が
一
一
踊
建
路
兵
馬
鈴
轄
の
時
の
ζ

と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
建
、
創
、
汀
、
部
等
の
州
に
、
丁
盟
、

‘
紬
、
絹
な
ど
が
あ
っ
て
諒
求
が
は
げ
し
く
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
一
隅
建
路
全
般
に
わ
た
っ
て
、
丁
税
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
あ
っ
て
、

と
れ
は
、

そ
の
鹿
止
に
つ
い
て
は
、
一
繭
州
に
つ
い
て
は
、
淳
照
三
山
志

倉
一
七
、
財
賦
類
の
歳
牧
の
項
を
み
る
と
、
夏
穂
、
秋
苗
、
其
の
他
の
税
目



が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

乾
道
九
年
七
月
十
五
日
の
係

に
、
知
建
寧
府
組
彦
端
の
言
と
し
て
、
建
寧
府
七
燃
の
人
戸
の
身
丁
銭
を
鏑
克
す
る
よ
う
に
乞
う
て
許
さ
れ
て
い
る
。
大
中
群
符
四
年
の
克
放

身
丁
鎮
の
名
は
み
え
て
い
な
い
。
建
州
に
つ
い
て
は
宋
曾
要

食
貨
一
二
、

身
丁

後
、
再
び
復
活
さ
れ
て
い
た
身
丁
銭
を
、

ζ
ζ

で
叉
、
除
放
す
る
と
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
丁
盤
、
絹
、
紬
も
克
除
に
な

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
建
寧
府
以
外
の
剣
、
汀
、
部
等
の
州
の
鹿
止
に
闘
す
る
史
料
は
今
の
所
見
出
さ
れ
な
い
。
津
、
泉
、
輿
化
の

刷

会
享
宗
が
、
民
の
丁
銭
一
高
六
千
有
奇
を
代
払
糊
し
て
お
り
、

知
樟
州

三
州
軍
で
は
、
南
宋
の
末
ま
で
つ
づ
い

て
い
た
こ
と
は
、
孝
宗
の
頃
、

品
位
入
入
、
濠
州
代
輪
丁
錨
に
、

劉
克
荘
の
後
村
先
生
大
全
集

民
年
二
十
至
六
十
輪
丁
銭
、
白
玉
季
始
、
罷
之
自
群
符
始
、
濁
泉
興
化
、
銭
先
折
米
不
克
罷
、
:
:
:
皇
耐
寛
奏
、
減
三
郡
所
職
、

丁
銭
宜
罷
久
失
、
顧
歳
高
千
婚
隷
於
漕
守
不
得
一
専
、
而
況
民
以
全
銀
総
、

有
差
、
未

幾
米
復
局
鏡
、
端
卒
元
年
、
組
侯
以
夫
建
言
、

官
以
牢
橘
輩
、
此

不
欲
罷
也
、
年
甲
付
吏
手
燃
費
等
正
銭
、
此
吏
不
欲
罷
也
、
官
吏
規
近
盤
、
民
被
長
患
、

と
あ

っ
て
、
南
宋
も
末
に
近
い
端
卒
年
聞
に
至

っ
て
も
な
お
、

丁
銭
が
罷
め
ら
れ
ず
に
あ
る
。
貧
窮
の
客
戸
ま
で
を
封
象
と
し
て
苛
重
な
負
摺

。。
唱

i

で
あ
る
ζ

と
が
く
り
か
え
し
説
か
れ
な
が
ら
、

と
れ
ら
の
地
方
で
は
丁
銭
は
躍
止
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

司E

南

贋
南
の
丁
税
も
叉
、

五
代
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
は
、
劉
克
荘
の
後
村
先
生
大
全
集

谷
一
四
三
、
賀
皐
顔
尚
書
の
紳
道
碑
に

慶
西
の
身
丁

鐘
に
つ
い
て

又
乞
罷
二
十
五
州
身
丁
銭
云
、

丁
錨
始
於
伍
季
、
毎
丁
十
文
、
既
而
加
倍
至
十
倍
百
倍
、
米
亦
加
之
、

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。
丁
銭
と
丁
米
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
宋
代
に
入
っ
て
非
常
に
増
加
し
て
い
る
。

宋
禽
要

食
貨
六
五
、
克
役

元
盟
五
年
三
月
四
日
の
提
穆
江
南
西
路
常
卒
等
事
劉
誼
の
言
に
、

由
唐
至
五
代
、
暴
政
所
興
、
二
貨
則
戸
計
一

丁
、
出
銭
数
百
、
輸
米
一
一
樹
、
:
:
:
宋
有
天
下
承
卒
百
年
、
二
慶
之
丁
米
不
除
、

と
あ
っ
て
、
庚
南
東
西
路
共
に
大
中
群
符
四
年
に
克
放
さ
れ
た
は
ず
の
丁
銭
も
既
に
復
活
さ
れ
て
銭
数
百
を
納
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

丁



米
は
克
除
さ
れ
る
と
・と
な
く
、
毎
丁
一
碩
と
言
う
非
常
に
重
い
丁
米
を
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
で
は
、

丁
米
が
財
政
的
に
回
税
と

と
す
ら
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
宋
合
同
要

そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
徴
税
方
法
が
土
地
で
は
な
く
て
丁
を
基
準
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

食
貨
七
十
、
賦
税
雑
録
紹
興
二
十
九
年
八
月
十
六
日
の
知
英
州
陳
充
動
の
言
に
、

共
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、

英
州
蓄
額
丁
回
米
三
高
徐
石
、

至
経
界
核
寒
、

不
満
高
石
、
而
前
任
時
運
判
官
鄭
肩
、
抑
勅
州
牒
、
抱
認
奮
額
虚
数
、

至
今
輔
運
司
逐
年
猶

以
奮
額
督
責
、
更
不
以
経
界
矯
正
、
是
致
百
姓
流
移
日
甚
、
叉
庚
東
一
路
惟
南
雄
連
英
有
此
虚
数
、
三
州
之
民
均
受
其
害
、

と
あ
っ
て
、
経
界
に
よ
っ
て
税
額
が
き
め
ら
れ
て
い
る
所
を
み
る
と
、

ζ

れ
は
明
ら
か
に
秋
税
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
丁
回
米
と
よ
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
経
界
は
、
土
地
を
丈
量
し
て
雨
税
の
不
均
等
を
正
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
脱
税
の
隠
回
が
護
見
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、

ζ

乙
で
は
逆
に
経
界
に
よ
っ
て
税
額
が
三
分
の
一
以
下
に
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
経
界
の
後
も
な
お
、
そ
れ
に
従
わ

ず
に
蓄
額
た
る
丁
回
米
を
十
数
年
に
わ
た
っ
て
徴
牧
し
て
い
る
の
は
、
国
税
の
課
税
が
、
土
地
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
丁
を
封
象
と
し
て
い
た

か
、
或
は
国
税
が
全
く
丁
を
基
準
と
し
て
い
た
か
、
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
南
雄
、
濯
、
英
三
州
の
と
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
傾
向
は
と

の
三
州
に
限
ら
れ
て
は

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
要
銀

省
一
五
九
、
紹
輿
十
九
年
六
月
発
亥
の
僚
に
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左
朝
請
郎
趨
善
瑛
知
封
州
代
還
論
、
慶
東
諸
州
国
税
、

不
足
歳
用
、
良
租
宗
以
来
、

不
問
有
無
回
産
、
常
計
丁
歳
納
身
米
、
以
補
常
賦
、

と
あ

っ
て
、
庚
東
諸
州
で
は
、
租
宗
以
来
、

は
雨
税
以
外
の
丁
税
と
言
う
よ
り
は
、

国
産
の
有
無
を
問
わ
ず
、

丁
身
米
に
よ
っ
て
、
恒
常
的
に
常
賦
を
補

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ 

れ

丁
を
基
準
と
し
た
国
税
の
附
加
の
如
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

丁
目
米
と
一
言
っ
た
名

稽
も
、
慶
南
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
吠
態
の
下
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
呉
泳
の
鶴
林
集

庚
南
東
路
に
お
い
て
民
戸
の
丁
銭
が
苛
重
な
負
携
で
あ
る
ζ

と
を
の
ベ
て
、

本
司
雌
明
知
其
矯
民
害
、
奈
何
別
無
財
計
、
捨
此
則
無
以
自
立
、
綱
解
軍
食
、
捨
此
則
無
所
従
出
、
毎
思
所
以
蟹
通
之
而
不
得
其
説
、

梅
州
一
郡
、
客
丁
租
例
納
米
、
本
州
軍
糧
全
仰
此
米
、
欲
罷
菟
梅
州
之
丁
、
則
本
州
無
米
可
納
、
無
以
給
軍
食
、
梅
州
之
不
可
無
丁
米
、

猫
本
司
之
不
可
無
丁
銭
也
、

巻
二
十
二
、
奏
寛
民
五
事
般
の
一
つ
に
、且

如亦



な
わ
れ
、
他
に
枚
入
が
な
い
た
め
、

と
言
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
南
宋
も
末
の
淳
砧
十
二
年
(
一
二
五
二
〉
の
吠
態
で
あ
る
。
慶
南
東
路
一
路
の
財
政
が
す
べ
て
丁
銭
に
よ
っ
て
ま
か

丁
銭
な
し
に
は
賢
東
一
路
の
綱
解
も
軍
食
も
そ
の
財
源
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
叉
、
梅
州
の
軍
糧
の
す

田
税
が
丁
を
軍
位
と

丁
米
な
し
に
は
栂
州
の
米
の
枚
入
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

べ
で
は
丁
米
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
、

し
て
徴
枚
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
乙
の
地
方
の
財
政
蚊
入
に
お
い
て
身
丁
税
の
占
め
る
比
重
は
大
き
く
、

場
所
に
よ
司
て
は
む
し
ろ
田
税
に
近
い
の
で
あ
っ
て
、
土
地
で
は
な
く
丁
を
封
象
と
す
る
課
税
が
な
お
貫
施
さ
れ
て
い
た
所
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
L
で
は
掛
丁
銭
と
言
っ
て
、
六
十
を
越
し
た
も
の
や
未
成
丁
ま
で
も
丁
税
を
納
め
さ
せ
ら
れ
、

そ
の
課
税
も
重
く
、

南
宋
末
ま
で
鹿

止
さ
れ
な
か
司
た
。

こ
の
他
、
京
西
路
に
も
身
丁
銭
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
宋
曾
要

兵
一
、
郷
兵

乾
遭
六
年
二
月
三
十
日
に
劉
珠
の
一
一
一
ロ
と
し
て
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京
西
湖
北
雨
路
民
兵
、
篠
具
如
後
、
:
:
:
欲
乞
躍
充
義
勇
、
並
輿
克
非
詑
科
役
、
有
身
丁
銭
庭
輿
菟
身
丁
鏡
、

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。

F

】

2

-

J
、

7
7
1
L
 
こ
れ
は
南
宋
で
あ
る
か
ら
、
京
西
と
言
っ
て
も
、
京
西
南
路
の
南
牢
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

む

す

ひ

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

雨
新
を
は
じ
め
、
江
南
、
雨
准
、
荊
湖
、
一
繭
建
、
障
問
南
、
或
は
京
西
な
ど
、
中
国
東
南
地
方
全
瞳
に
わ
た
っ
て
身

丁
税
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
課
税
の
税
目
の
種
類
に
し
て
も
額
に
し
て
も
、
決
し
て
一
律
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
ど
共
通
し
て
言
い

得
る
こ
と
は
、
雨
税
瞳
制
下
に
あ
っ
て
数
多
く
の
附
加
税
や
雑
税
が
あ
る
中
で
、
丁
軍
位
の
課
税
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
傑
件
が
支
配
な
り
被

支
配
な
り
の
側
に
な
お
存
在
し
て
い
た
と
と
で
あ
り
、

そ
の
傑
件
が
崩
れ
て
行
け
ば
、

丁
税
は
雨
税
の
中
に
く
り
込
ま
れ
て
行
く
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

ζ

の
時
代
の
経
済
の
中
心
地
帯
で
あ
り
、
先
進
地
帯
と
考
え
ら
れ
る
雨
漸
に
お
い
て
は
、
既
に
北
宋
以
来
、
蘇
州
、
秀
州
な
ど
数
州

の
丁
税
が
放
克
さ
れ
、
そ
の
他
の
州
で
も
、
和
買
、
或
は
問
視
と
言
う
形
で
、
攻
第
に
土
地
を
基
準
と
す
る
課
税
瞳
制
の
中
へ
く
み
入
れ
ら
れ



て
行
く
方
向
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
開
龍
二
年
の
南
街
路
全
瞳
に
わ
た
る
身
丁
税
の
永
久
菟
除
も
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
理
解
さ

れ
よ
う
。
財
政
政
入
の
不
足
に
苦
し
む
南
宋
政
府
が
、
和
買
や
和
擢
と
言
っ
た
形
で
雨
税
を
し
の
ぐ
重
税
の
諒
求
を
行
っ
て
い
る
中
で
、
減
放

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
丁
税
を
放
克
し
て
し
ま

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
身
丁
税
の
苛
重
な
負
掘
の
た
め
に
、
所
謂
「
嬰
見
殺

し
」
が
紹
え
な
か
っ
た
と
言
っ
て
、
く
り
か
え
し
丁
税
の
廃
止
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
一
珊
建
に
お
い
て
は
、
南
宋
末
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
の
州

で
鹿
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
荊
湖
、
或
は
、
慶
南
で
は
、
雨
漸
と
ば
む
し
ろ
逆
に
、
国
税
そ
の
も
の
が
、
土
地
で
は
な
く
丁
を
基
準
と
し

丁
税
そ
の
も
の
の
意
味
も
遣
い
、
そ
の
よ
う
な
地
方
で
も
丁
税
は
一
部
を
除
い
て
、

!
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
所
さ
え
あ
っ
て
、

南
宋
の
末
ま
で
除
放
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

身
丁
税
は
そ
の
名
の
一
示
す
如
く
、
丁
を
基
準
と
し
て
課
さ
れ
た
人
頭
税
で
あ
っ
て
、
土
地
を
課
税
の
基
礎
に
お
く
南
税
瞳
制
の
下
に
あ
っ
て

は
む
し
ろ
例
外
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
宋
代
の
税
制
の
主
鰻
は
あ
く
ま
で
雨
税
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
丁
税
の
占
め
る
位
置
は
必
ず
し
も
大

き
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
公
団
、
民
固
な
ど
と
並
べ
て
、
な
お
天
下
の
五
賦
の

一
つ
に
あ
げ
ら
れ

- 21ー

て
お
り
、
数
の
上
か
ら
言
っ
て
も
盤
倒
的
に
多
い
貧
民
唐
の
個
々
の
丁
男
を
主
戸
、
客
戸
共
に
国
家
が
直
接
丁
税
と
言
う
形
で
っ
か
ま
え
て
い

五
代
に
東
南
の
諸
園
が
、

れ
に
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
身
丁
税
の
徴
放
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
あ
と
づ
け
る
ζ

と
は
今
の
所
出
来
な

い
が
、
車
に
五
代
の
備
制
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
と
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
ぞ

る
事
買
は
無
視
し
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
既
に
唐
末
以
来
、
雨
税
瞳
制
が
確
立
し
た
中
に
あ
っ
て
、
何
故
、

史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
鹿
止
の
一
つ
に
関
し
て
も
確
か
め
る
と
と
が
出
来
な
い
地
方
も
少
な
く
な
く
、
極
め
て
巨
視
的
な
見
方

し
か
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
中
央
集
権
的
な
支
配
瞳
制
を
と
る
宋
王
朝
の
支
配
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お
い
て
そ
の
う
け
と
め
ら
れ
方

は
必
ず
じ
も
同
一
で
は
な
く
、
丁
税
の
あ
り
方
、
或
は
そ
の
穣
遁
の
上
に
も
か
な
り
の
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
れ
ぞ

れ
の
地
方
が
に
な
っ
て
い
る
歴
史
的
な
係
件
の
下
に
お
い
て
、

思
う
。
華
北
や
四
川
に
何
故
丁
税
が
み
と
め
ら
れ
な
い
の
か
、

ζ

れ
も
均
田
制
の
崩
壊
の
過
程
に
お
け
る
地
域
的
な
傑
件
の
下
で
考
え
て
み
な

土
地
制
度
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
地
域
差
の
問
題
と
も
無
線
で
は
な
い
よ
う
に



け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
も
乏
し
く
、
紙
数
も
重
き
た
の
で
、
今
後
の
問
題
と
し
て
残
し
て
お
く
乙
と
に
す
る
。

① 註

宋
曾
要
輯
稿
(
以
下
宋
曾
要
と
略
す
)
食
貨
七

O
、
賦
税
雑
録

太

卒

興

闘
九
年
十
一
月
「
赦
替
、
江
南
雨
掘
削
湖
南
嶺
南
人
戸
有
身
了
銭
、
今
後

並
以
年
二
十
成
丁
、
六
十
入
老
、
其
未
成
了
己
入
老
者
及
身
有
時
四
疾
、

並
輿
放
免
」
な
お
、
宋
史
全
文
、
谷
二
七
、

捕時
熊
十
二
年
四
月
丙
辰
に

よ
る
と
、
阪
西
で
は
「
民
年
二
十
一
潟
丁
、
六
十
矯
老
」
と
あ
る
。

身
了
銭
に
つ
い
て
は
、

曾
我
部
静
雄
「
宋
代
の
身
丁
銭
と
戸
口
問
題
」

(
宋
代
財
政
史
所
枚
)
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、

ζ

の
他
、
周
藤
吉
之

「
宋
元
時
代
の
佃
戸
に
就
い
て
」
史
摩
雑
誌
四
四

l
一
O
、
表
震
「
宋

代
戸
口
」
歴
史
研
究
一
九
五
七
1

三
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

綴
資
治
通
鑑
長
編
(
以
下
長
編
と
略
す
)
各
七
六
、
大
中
鮮
符
四
年
六

月
甲
子
、
及
び
七
月
壬
申
の
係
。

了
絹
の
税
額
、
及
ぴ
納
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

註
②
の
曾
我
都
民
論

文
、
三
九
七
頁
以
下
参
照
。

戚
淳
枇
俊
志
谷
四
、
詔
令
批
判
道
免
身
丁
銭
絹
指
揮
、
乾
道
元
年
二

月
美
卯
の
詔
に
、
災
傷
に
よ
る
臨
安
、
紹
興
、
湖
、
常
、
温
、
台
、
明

等
の
府
州
の
身
丁
銭
絹
の
減
免
に
つ
い
て
記
し
、
「
将
減
下
之
徴
、
於

内
廊
計
支
銀
絹
、
後
遺
戸
部
、
以
充
軍
用
」
と
あ
り
、
叉
、
宋
曾
要

食
貨
六
三
、
錨
放
雑
録
乾
道
八
年
五
月
に
、
減
放
し
た
殿
、
湖
、
紹

興
等
の
州
府
の
丁
絹
に
つ
い
て
、

「
其
巳
減
数
、
並
依
毎
年
枚
到
沙
国

産
場
租
銭
内
、
援
還
戸
部
」
と
あ
る
な
ど
。

⑥

要
鎌
倉
二
九
、
建
炎
三
年
十
一
月
丁
未
の
係
。

⑦

身
丁
銭
の
地
方
別
に
つ
い
て
は
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
谷
一

五
、
身
丁
銭
に
、
簡
皐
な
概
略
が
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
大
憶
を
知
る

乙
と
が
出
来
る
。

① ③ ① ① 

③@  

長
編
倉
一
一
て
明
道
元
年
三
月
戊
成
、
及
び
己
亥
の
係
。

宋
曾
要
食
貨
六
六
、
身
丁

浮
照
八
年
(
一
一
八
一
)
十
二
月
九
日

の
僚
に
は
、
「
詔
逐
路
皐
傷
州
、
掘
削
東
紹
興
府
委
州
術
州
、
掘
削
西
臨
安

府
般
州
湖
州
長
興
安
吉
雨
豚
常
州
鎖
江
府
江
陰
箪
・
・
淳
照
九
年
分
感

民
戸
合
納
身
丁
銭
物
、
並
特
免
一
年
、」

と
あ
っ
て
婆
、
術
二
州
の
名

が
み
え
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
は
一
年
に
限
っ
た
免
放
で
あ
る
か
ら
、

乙
の
時
以
降
も
、

ζ

の
二
州
K
は
身

T
銭
物
が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
ろ
う
。

し
か
し
、
南
宋
に
入
っ
て
、
其
の
他
の
府
州
に
お
け
る
丁
税

に
つ
い
て
は
、
か
な
り
数
多
く
の
史
料
が
み
ら
れ
る
の
に
封
し
右
の
記

事
を
除
い
て
は
、
術
委
秀
州
、
及
び
卒
江
府
に
お
け
る
了
税
の
記
事
は

見
笛
ら
な
い
所
か
ら
考
え
て
、
一
勝
、
こ
れ
ら
の
府
州
で
は
了
税
は
免

放
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。

背
山
定
雄
「
五
代
・
宋
の
惣
由
閣
に
つ
い
て
」
史
事
雑
誌
四
七

l
六
、
日

野
閲
三
郎
「
五
代
の
沿
徴
に
つ
い

て
」
史
淵
一

三
。

日
野
関
三
郎
「
五
代
藩
銀
の
家
総
絹
と
北
宋
朝
の
預
貿
縞
」
史
淵
二
ハ
、

曽
我
部
静
雄
「
南
宋
の
和
買
絹
及
び
折
息
銭
の
研
究
」
宋
代
財
政
史
所

段
。

た
だ
、
乙
の
時
以
降
「
税
客
戸
一
燈
総
納
し
て
、
三
燃
に
向
異
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
姦
定
銀
江
志
各
五

夏
税
の
項
を
見
る
と
、
柄
掘
削
路
の
丁
税
が
永
久
苑
放
さ
れ
た
後
の
乙
と

と
し
て
、
主
客
共
に
丁
税
の
あ
っ
た
丹
徒
豚
で
は
、
夏
税
絹
の
中
か
ら

永
菟
に
な
っ
た
分
と
し
て
丁
絹
八
三

O
疋
が
錨
放
さ
れ
て
い
る
の
に
射

し
、
主
戸
に
な
く
、
客
戸
だ
け
に
丁
税
の
あ
っ
た
丹
陽
、
金
垣
二
豚
に

は
、
丁
絹
の
錫
放
住
催
の
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
。
三
田
牌
共
に
税
客
一

慢
の
輪
納
が
ど
こ
ま
で
貨
施
さ
れ
た
か
は
疑
わ
し
く
、
乾
道
九
年
以
降

の
'
u。，u

⑩ ⑪ ⑫ 



⑬ 

色
、
丹
陽
、
金
壇
の
二
豚
で
は
、
引
績
主
主
戸
に
丁
税
の
な
い
吠
態
が

つ
づ
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

紹
興
府
の
「
有
丁
無
産
者
L

、
常
州
の
「
無
税
産
人
戸
」
な
ど
と
あ
る

の
を
客
戸
と
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
客
戸
と
は
佃
戸
を
意

味
し
な
い
。
鎮
江
府
の
「
客
戸
則
無
産
而
僑
寓
者
也
」
と
言
う
意
味
で

の
客
戸
で
あ
る
。

(
草
野
靖
「
宋
代
の
戸
口
統
計
に
所
謂
客
戸
に
つ
い

て
L

史
淵
七
九
、
及
び
前
稿
「
宋
代
の
客
戸
に
つ
い
て
」
史
事
雑
誌
六

八
l
四
)
。

た
だ
、
有
丁
無
産
者
と
か
税
産
な
き
人
戸
を
客
戸
と
考
え

る
に
つ
い
て
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
東
莱
呂
太
史
文
集
谷
三
、
気

張
殿
州
作
乞
菟
身
了
銭
奏
曲
臥
の
記
事
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
る
と
巌
州
六

豚
の
丁
数
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
等

l
四

等

戸

一

O
、
七
一
八
丁

第

五

等

戸

合

計

一

一

一

、

六

七

五

丁

「

有

産

税

戸

七

て

四

七

九

丁

{

無

産

税

戸

四

O
、
一
九
六
丁

第
一
等
l
五

等

総

計

一

二

二

、

三

九

三

丁

こ
の
よ
う
に
丁
数
の
十
分
の
九
以
上
が
困
迫
の
家
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

丁
税
を
錨
克
す
る
よ
う
に
乞
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
等
戸
を
有
産

税
戸
、と
無
産
税
戸
に
分
け
、
有
産
税
戸
に
つ
い
て
は
、
「
雌
名
矯
有
産
、

大
率
所
納
不
過
尺
寸
分
盤
升
合
秒
勺
、
難
有
若
無
、
不
能
不
給
」
と
あ

り
、
無
産
税
戸
に
つ
い
て
は
、
「
並
無
寸
土
尺
縁
、
飢
寒
縛
徒
、
朝
不

謀
タ
」
と
あ
っ
て
、
乙
の
無
産
税
戸
こ
そ
は
ま
さ
に
客
戸
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
乾
道
六
年
(
一
一
七

O
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
乙

の
時
に
最
も
近
い
戸
口
統
計
〔
厳
州
国
経
、
淳
照
十
二
年
(
一
一
八
五
)
〕

を
み
る
と
、
一
七
五
、
九
三
三
丁
と
あ
っ
て
、
主
客
の
別
が
な
い
か
ら

恐
ら
く
主
客
戸
合
計
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
第
一
等
か
ら
第
五
等
ま
で
の

⑬ ⑬ 

合
計
数
よ
り
、
五
三
、
五
四

O
丁
、
多
い
の
で
あ
る
、
乙
の
差
額
を
十

五
年
間
の
増
加
数
と
み
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
そ
の
闘
に
そ
れ
程
の
は

げ
し
い
人
口
異
動
が
な
か
っ
た
と
み
れ
ば
、
乙
の
五
菌
三
千
絵
の
差
は

客
戸
の
丁
数
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
税
産
無
き
戸

で
第
五
等
戸
と
は
ど
う
言
う
こ
と
か
、
叉
、
五
高
三
千
以
上
に
上
る
客

戸
の
了
に
封
す
る
身
丁
税
の
菟
除
を
問
題
に
し
て
い
な
い
の
は
何
故
か

と
言
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
疑
問
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
に
す

場。。朱
曾
要
金
貨
六
六
、
身
了
閲
稽
元
年
十
二
月
二
十
一
日
の
係
。

長
編
倉
七
七
、
大
中
鮮
符
五
年
五
月
丁
亥
、
「
令
江
准
南
丁
身
堕
米

銭
、
自
今
並
菟
折
料
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
割
注
が
附
さ
れ
て
、
「
前

己
菟
丁
身
銭
、
今
叉
菟
折
科
、
不
知
何
、
賞
考
。」
と
あ
る
。

前
年
の

大
中
鮮
符
四
年
に
既
に
身
丁
銭
が
菟
除
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
乙
乙
で

叉
重
ね
て
折
科
を
菟
じ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
大
中
鮮
符
四
年
に
克
除
に
な
っ
た
の
は
南
断
、
福
建
、
剤
湖
、

資
南
の
身
丁
銭
で
あ
っ
て
、
江
南
、
准
南
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

ζ

こ

で
は
、
江
准
南
の
丁
身
墜
米
銭
の
折
科
を
菟
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
丁
身

塑
米
銭
そ
の
も
の
を
菟
放
し
た
の
で
も
な
い
。
乙
の
丁
身
堕
米
銭
と
は

五
代
以
来
堕
の
支
給
に
は
じ
ま
る
丁
堕
銭
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
、

大
中
鮮
符
四
年
の
身
了
銭
の
菟
放
と
は
匿
別
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。

註
②
の
曽
我
部
氏
論
文
、
宋
代
財
政
史
、
四

O
六
頁
以
下
参
照
。

察
忠
惑
公
文
集
名
二
二
、
乞
減
放
湾
泉
州
輿
化
軍
人
戸
身
了
米
街
子
。

長
編
倉
一
七
て
皇
結
三
年
月
一

O
五
一
)
十
-
月
辛
亥
の
係
。

十
祭
忠
恵
公
文
集
名
二
四
、
上
踊
端
公
害
。

北
渓
先
生
大
全
文
集
省
二
四
、
主
荘
太
卿
論
議
堕
。

賓
慶
曾
稽
績
志
巻
五
、
人
物
、
倹
享
宗
の
係
。
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The Poll Tax of Sung 

Setsuko Yanagida 

The poll tax of Sung， which was imposed on every 20 to 60 years 

()ld man， differed basically from the twice-a-year land tax of the older 

days. It was practiced throughout the southeastern part of China 

after the Five Dynasties， though the system was different from place 

to place and from age to age. When it was abolished in 1206 in Chi-

angsu and Chechiang， the poll tax had been incorporated into the 

traditional land tax system. In some provinces it was abolished alre-

ady in the Northern Sung period. On the other hand， in such prov-

inces as Chinghu and Kuangnan the land tax assesed by polls seems 

to pave existed until Southern Sung. In a word， various forms of 

the poll tax differed in different ages and localities under the influ-

ence of particular local conditions and landownership. 

The Prime Minister's Office (neiko) of the Ming Dynasty 

Takayoshi Yamamoto 

The present article is a continuation of the author's former ar-

ticle， The Formation and Develotment of the Prime Minister's Offi・ce

in the Ming D ynasty， in the Tohogaku， No. 21， where he divided 

its history into four stages (1) the nebulous period under T'aitsu， (2) 

the prototype established by Huiti， (3) the period of its continuation 

under Chも19tsuand (4) its consummation in the form similar to the 

ancient hsiangfz! (Prime Minister's Office) under ]entsung and Hsuan-

tsung. In this article the author explains each of the aforesaid four 

stages more in detail， elucidating the relation this institution with 

absolute monarchy. 

Cities in North China in the Six Dynasties 

Ichisada Miyazaki 

A big transformation took place in Chinese society in the Six 

- 1 -


